
○
内
閣
府
令
第

号

道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
第
九
十
三
条
第
三
項
及
び
第
百
十
四
条
の
六
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
交

通
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
二
年

月

日

内
閣
総
理
大
臣

鳩
山
由
紀
夫

道
路
交
通
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令

道
路
交
通
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
総
理
府
令
第
六
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
十
四
（
表
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。





別
記
様
式
第
十
四
（
裏
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。





別
記
様
式
第
十
四
中
備
考
の
２
を
削
り
、
備
考
の
３
を
備
考
の
２
と
し
、
備
考
の
４
を
備
考
の
３
と
し
、
備
考
の
５
を
備
考

の
４
と
し
、
備
考
の
６
を
削
り
、
備
考
の
７
を
備
考
の
５
と
す
る
。

附

則

１

こ
の
府
令
は
、
平
成
二
十
二
年
七
月
十
七
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

運
転
免
許
証
（
仮
運
転
免
許
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
様
式
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
道
路
交
通
法
施
行
規
則
別
記
様

式
第
十
四
の
様
式
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
間
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。


